
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（関係機関の皆様へ） 

  ヤングケアラー支援ヘルパー派遣事業 
R6 年度  

 

本来の年齢に見合わない責任と負担を負いながら、家事や家族の世話などを日常的に
行い自身の生活や健康に影響がある 39 歳までの子ども・若者のいる家庭に対してヤン
グケアラー支援ヘルパーを派遣し、ヤングケアラーの負担軽減を図ることを目的とした
事業です。 

ヘルパーが行う支援は以下のとおりです。 

 

・食事の準備 
・調理 
・後片付け 

・きょうだいの世話 
・保育所・学校等への 
 送迎（条件あり） 

・生活必需品 
 の買い物 

・衣類の洗濯 
・居室等の掃除 

・その他必要と 
 認められる支援 

まずは当センター

にご連絡ください 

 

 

 
≪事業所 R6.4 現在≫ 

・夢コープ（市内全域＊） 

・活き生きネットワーク 

・そら(清水区＊) 

・羽衣の園（清水区＊） 

・えん（由比・蒲原） 

・カリタス（安倍圏域） 

＊は対応できない地域あり 

 ≪利用について≫ 

・当センター内で検討の上 

派遣を決定 

・おおむね３ヵ月間 

・10 回まで（年度内） 

・１回２時間以内 

・原則無料 

 

静岡市子ども未来局青少年育成課 

子ども若者相談センター ヤングケアラー支援窓口 
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